
タクシーを利用して外出する際にタクシー料金の一部を助成する事

業を令和元年６月から実施していましたが、この高齢者タクシー利用

助成事業は、令和５年３月３１日をもちまして廃止することとなりま

した。

今後はぜひ「ほこまる号」をご利用くださるようお願いします。

今後、市民の移動手段確保のため、ほこまる号の利便性向上やほこ

まる号で補えない移動需要に対して、新たな施策を検討します。

【事業に関する問合せ先】
・高齢者タクシー利用助成事業について 介護保険課 ☎３６－７７７０
・デマンド型乗合タクシー「ほこまる号」について まちづくり推進課 ☎３６－７１５４

高齢者タクシー利用助成事業


